
特定非営利活動法人

共生社会をつくる性的マイノリティ支援全国ネットワーク定款

第 1章 総則

(名 称)

第 1条 この法人は、特定非営利活動法人共生社会をつくる性的マイノリティ支援全国ネットワーク

(以 下共生ネット)と 称し、略称を共生ネットとする。英語名は Japm SexuJGender MinoHties

Suppo■ Nemo庶 わranI“l∬ive Societyと する。英語名の略称を JaSMNと する。

(事務所 )

第 2条 共生ネ ッ トは、東京都文京区に主たる事務所を置 く。

第 2章 目的および事業

(目 的)

第 3条 共生ネットは、人生のあらゆる局面で性的マイノリティが直面する生きづらさを言葉にし、行

政、企業、学校ほか各種機関などに適切な対応を求め、不当な扱いや社会制度からの排除を是正す

ることで、当事者、その家族や友人、さらには日本に暮らすすべての人々が、尊厳をもって、自律

的に生きられる共生社会を実現することを目的とする。

(特定非営利活動の種類 )

第 4条 共生ネットは、第 3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行 う。

(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(2)社会教育の推進を図る活動

(3)人権の擁護又は平和の推進を図る活動

(4)国際協力の活動

(5)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

(6)子 どもの健全育成を図る活動

(7)災害救援活動

(8)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

(9)前各号に掲げる活動を行 う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)

第 5条 共生ネットは、第 3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る次の事業を行 う。

(1)国の政策及び自治体の取 り組みに性的マイノリティの視点を加えるための提言及びコンサル

テーション事業

(2)性的マイノリティのための支援事業

(3)性的マイノリティ理解のための教育啓発事業

(4)教材作成および出版 0翻訳事業



(5)情報収集・情報提供事業

(6)関係諸機関との連携協力を進めるためのネットワーク形成事業

(7)その他目的を達成するために必要な事業

第 3章 会員

(種別)

第 6条 共生ネットの会員は、次の 2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法 (以下「法」とい

う。)上の社員とする。

(1)正会員とは、共生ネットの目的に賛同して入会 した個人または団体

(2)賛助会員とは、共生ネットの事業を賛助するために入会した個人または団体

(入会)

第 7条 共生ネットの会員になろうとする者は、その活動 。目的に賛同する者でなければならない。

2 会員 として入会しようとする者は、別に定める入会申込書を代表理事に提出し、代表理事の承認を

得なければならない。代表理事は、正当な理由がない限り、入会を承認するものとする。

3 代表理事は、前項の者の入会を認めないときは、理由を付記した書面または電磁的方法をもって本

人に通知 しなければならない。

(入会金および会費)

第 8条 会員は、理事会において別に定める入会金および会費を納入 しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第 9条 会員は、次の各号ひとつに該当する場合は、会員資格を喪失する。

(1)退会届の提出をしたとき

(2)本人が死亡または失踪宣告を受けたとき

(3)会員である団体が消滅 したとき

(4)2年以上会費を滞納 し、支払い意思がないと理事会がみなしたとき

(5)除名されたとき

(退会)

第 10条 会員は、別に定める退会届を代表理事に提出して、退会することができる。

(除名 )

第 11条 会員が次の各号のひとつに該当するときは、その会員に事前の弁明の機会を与えたうえで、

総会の議決により除名することができる。

(1)共生ネットの定款に違反 したとき

(2)会員が共生ネットの名誉を傷つけたとき、共生ネットの目的に反する行為をしたとき、また

は会員としてふさわしくないと判断されたとき

第 4章 役員
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(種別および定数 )

第 12条 共生ネットに次の役員を置く。

(1)理事は、3名以上 10名 以内とする

(2)監事は、1名以上 2名以内とする

2 理事のうち、代表理事を 1名以上 2名以内とし、副代表理事および常務理事をそれぞれ 1名以上 2

名以内置くことができる。

(選任等 )

第 13条 理事および監事は、正会員 (団体にあっては、その代表者またはその委任を受けた者)の中

から総会の議決により選任する。

2 代表理事、副代表理事および常務理事は、理事の互選または理事会において決定する。

3 監事は、共生ネットの理事または職員を兼ねることができない。

(職務 )

第 14条 代表理事は、共生ネットを代表 し、その業務を統括する。

2 副代表理事は、代表理事を補佐 し、代表理事に事故があるとき、または欠けたときは、この定款に

定める代表理事の職務を代行する。

3 常務理事は、理事会の議決に基づき、共生ネットの常務を処理するとともに、代表理事および副代

表理事に事故があるとき、または欠けたときは、この定款に定める代表理事の職務を代行する。

4 理事は、理事会を組織 し、この定款の定めおよび理事会の議決にもとづき業務を執行する。

5 監事は、次に掲げる職務を行 う。

(1)理事の業務執行の状況を監査する

(2)共生ネットの財産の状況を監査する

(3)業務執行または財産の状況に関し、不正の行為や法令もしくは定款に違反する重大な事実が

あることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告する

(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集することができる

(5)業務または財政について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求することができ

る

(任期等 )

第 15条 役員の任期は、 2年 とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員の補充または増員による任期途中からの役員の任期は、前任者または現任者の任期の残存期間

とする。

3 前 2項の規定にかかわらず,任期終了前に、総会において後任の役員が選任された場合は、当該総

会が終わるまでを任期とする。また、任期満了後、後任の役員が選任されていない場合には、任期

の末 日後最初の総会が締結するまでその任期を伸長する。

4 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければな

らない。

(欠員補充)

第 16条 理事また監事のうち、その定数の 3分の 1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充

しなければならない。

(解任 )

●
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第 17条 役員が次の各号のひとつに該当する場合は、任期中であっても総会において出席者の 3分の

2以上の賛同を得て、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁

明の機会を与えなければならない。

(1)職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(報酬等)

第 18条 役員には報酬を出すことができる。

2 役員には、その職務を執行するために要 した費用を支払 うことができる。

3 前項に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

第 5章 総会

(種別 )

第 19条 共生ネットの総会は、通常総会および臨時総会の 2種とする。

(構成)

第 20条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)

第 21条 総会は、以下の事項について議決する。

(1)定款の変更

(2)解散

(3)合併

(4)会員の除名

(5)役員の選任及び解任

(6)役員の職務

(7)事業報告および決算

(8)解散における残余財産の帰属

(9)そ の他運営に関する重要事項

2 総会は、以下の事項について報告する。

(1)事業計画及び予算

(開催 )

第 22条 通常総会は、毎年 1回、事業年度終了 2カ月以内に開催する。

2 臨時総会は、次の各号のひとつに該当する場合に開催する。

(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2)正会員の 3分の 1以上から、会議の目的である事項を記載 した書面をもって招集の請求があ

ったとき。

(3)第 14条第 5項第 4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集 )

４
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第 23条 総会は、第 22条第 2項第 3号の場合を除き、代表理事が招集する。

2 代表理事は、第 22条第 2項第 1号および第 2号の規定による請求があったときは、その日から30

日以内に臨時総会を招集 しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載 した書面または電磁的方法

をもって、少なくとも5日 前までに通知しなければならない。

(議長)

第 24条 総会の議長は、その総会において、出席 した正会員の中から、代表理事の指名により選出す

る。

(定足数)

第 25条 総会は、正会員総数の 2分の 1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)

第 26条 総会における議決事項は、第 23条第 3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。た

だし、緊急の場合については、総会出席者の 2分の 1以上の同意により議題 とすることができる。

2 総会の議事は、この定款に定める場合を除き、出席 した正会員の過半数をもって決 し、可否同数の

ときは、議長の決するところによる。

(表決権等 )

第 27条 各正会員の表決権は、平等とする。

2 やむを得ない理由のため会場に来ることができない正会員は、ウェブ会議、テレビ会議、音声会議

等のシステムによって総会に参加 し、表決することができる。総会に出席できない正会員は、あら

かじめ通知された事項について書面もしくは電磁的方法、ファクシミリをもって表決 し、または他

の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決 した正会員は、第 25条、第 26条第 2項、第 28条第 1項第 2号および第 47

条の適用については、総会に出席 したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録 )

第 28条 議長は、総会の議事については、次の事項を記載 した議事録を作成 しなければならない。

(1)日 時および場所

(2)正会員総数および出席者数 (ウ ェブ会議、テ レビ会議、音声会議等のシステムによる出席者

がある場合 と、書面もしくは電磁的方法、ファクシミリによる表決者または表決委任者があ

る場合にあっては、それぞれの数を付記すること)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要および議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人 1名 以上が署名若 しくは記名押

印しなければならない。

第 6章 理事会
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(構成)

第 29条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

第 30条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決 した事項の執行に関する事項

(3)そ の他共生ネットの業務の執行に関する事項

(開催 )

第 31条 理事会は、次の各号のひとつに該当する場合に開催する。

(1)代表理事が必要と認めたとき

(2)理事総数の 3分の 2以上から、会議の目的である事項を記載 した書面をもって招集の請求が

あったとき

(3)第 14条第 5項第 5号の規定により、監事から招集の請求があったとき

(招集 )

第 32条 理事会は、代表理事が招集する。

2 代表理事は、第 31条第 2号および第 3号の規定による請求があったときは、その日から 14日 以内

に理事会を招集 しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所 (オンライン開催の場合はその旨)、 目的および審議

事項を記載 した書面または電磁的方法をもって、少なくとも2■日前までに通知 しなければならな

い。

(議長 )

第 33条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(議決)

第 34条 理事会における議決事項は、第 32条第 3項の規定によってあらかじめ通知 した事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決 し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第 35条 各理事の表決権は、平等とする。

2 やむを得ない理由のため会場に来ることができない理事はウェブ会議、テレビ会議、音声会議等の

システムによって理事会に参加 し、表決することができる。理事会に出席できない理事は、あらか

じめ通知された事項について書面または電磁的方法をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決 した理事は、第 34条第 2項および第 36条第 1項第 2号の適用については、

理事会に出席 したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録 )

第 36条 理事会の議事については、次の事項を記載 した議事録を作成 しなければならない。

(1)日 時および場所

(2)理事総数、出席者数および出席者氏名 (ウ ェブ会議、テレビ会議、音声会議等のシステムに

よる出席者がある場合と、書面もしくは電磁的方法ニメアタブ要ヲ による表決者または表決

委任者がある場合にあっては、それぞれの数を付記すること)

′
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(3)審議事項

(4)議事の経過の概要および議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人 1人以上が署名若しくは記名押

印しなければならない。

第 7章 事務局

(設置、職員の任免、組織運営)

第 37条 共生ネットに事務局を置くことができる。

2 事務局には常務理事 1名 および職員若干名を置くことができる。

3 職員は、代表理事が任免する。

4 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

第 8章 資産および会計

(資産の構成 )

第 38条 共生ネットの資産は、次の各号をもって構成する。

(1)設立当初の財産目録に記載された資産

(2)入会金および会費

(3)事業に伴 う収益

(4)寄付金品

(5)財産から生じる収益

(6)そ の他の収益

(資産の管理 )

第 39条 共生ネットの資産は代表理事が管理し、その方法は理事会の議決による。

(会計の原則 )

第 40条 共生ネットの会計は、法第 27条各号に掲げる原則に従って行 うものとする。

(事業計画および予算 )

第 41条 共生ネットの事業計画およびこれに伴 う活動予算書は、事業年度ごとに代表理事が作成 し、

理事会の議決を経なければならない。

(暫定予算 )

第 42条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、

理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準 じ収益費用を講 じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予備費の設定および使用 )

第43条 漱 鞄総

η
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(予算の追加および更正)

第 44条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加また

は更正をすることができる。

(事業報告および決算)

第 45条 共生ネットの事業報告書、活動計算書、貸借対照表および財産目録等の決算に関する書類は、

毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければな

らない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰 り越すものとする。

(事業年度)

第 46条 共生ネットの事業年度は、毎年4月 1日 に始まり翌年 3月 31日 に終わる。

第 9章 定款の変更、解散および合併

(定款の変更)

第 47条 共生ネットが定款を変更しようとするときは、総会に出席 した正会員の4分の 3以上の多数

による議決を経、かつ、法第 25条第 3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければ

ならない。

2 この法人が定款を変更 (前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)した

ときは、所轄庁に届け出なければならない。

(解散)

第 48条 共生ネットは、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議

(2)目 的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠亡

(4)合併

(5)破産手続開始の決定

(6)所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第 1号の事由により共生ネットが解散するときは、正会員の4分の 3以上の議決を経なければ

ならない。

3 第 1項第 2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第 49条 共生ネットが解散 (合併または破産手続開始の決定による解散を除く)したときに残存する

財産は、法第 11条第 3項に掲げるもののうち、総会において議決 した、趣旨を同じくする他のも

のに譲渡するものとする。

(合併)

第 50条 共生ネットが合併しようとするときは、総会において正会員の4分の 3以上の議決を経、か

つ、所轄庁の認証を得なければならない。

０
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第 10章 公告の方法

(公告の方法)

第 51条 共生ネットの公告は、共生ネットの掲示場に掲示するとともに、官報に掲載 して行 う。ただ

し、法第 28条の 2第 1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページにお

いて行 う。

第 11章 雑則

(細則)

第 52条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。

附 則

1 この定款は、共生ネットの成立の日から施行する。

2 共生ネットの設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

代表理事 原美奈子

副代表理事 宇佐美方子 (宇佐美翔子)

常務理事 杉浦郁子

理事 松下恵子 (近藤恵子)

理事 赤嶺容子

理事 谷口洋幸

理事 有藤 かおり

理事 小島和子

理事 廣瀬 麻弥

監事 遠藤 智子

3 共生ネットの設立当初の役員の任期は、第 15条第 1項の規定にかかわらず、成立の日から2014年

3月 31日 までとする。

4 共生ネットの設立当初の事業計画および予算は、第 46条の規定にかかわらず、設立総会の定める

ところによるものとする。

5 共生ネットの設立当初の事業年度は、第 46条の規定にかかわらず、成立の日から 2013年 3月 31

日までとする。

Ｑ

′



6 共生ネットの設立当初の入会金および会費は、第 8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1)正会員 (個人・団体)入会金 10,0()0円

正会員年会費 個人 5,000円 、団体 10,000円

(2)賛助会員 (個人・団体)入会金 0円

賛助会員 (個人・団体)年会費 1日 3,000円 (1日 以上)

10



書式第 8号 (法第 10条・第 25条関係)

設立・定款変更用

令和 6年度 事業計画書

特定非営利活動法人共生社会をつくる性的マイノリティ支援全国ネットワーク

1 事業実施の方針
・令和6年度は、支援事業および教育啓発事業を中心に、性的マイノリティやその周囲の人々への支

援、市民への啓発を強化する。支援事業については、東京都内の自治体におけるLGBTQ相談や居場所
事業のフアシリテートを行い、IGBTQ本人および周囲の人にとつて生きづらさの解消を図る。教育啓
発事業については、オンラインや動画視聴にて講座や研修会を実施し、性の多様性に関するより細や
かな啓発を行う。

2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業 【  37∞ 】千円 )
疋訳 に記載

された
事業名

事業内容 日時 場 所
従事者
人数

支盃
対象者
範囲

支盃
対象者
人数

事業買
(千円)

1,国の政策及び
自治体の取り組
みに性的マイノ
リティの視点を
加えるための提
言及びコンサル
テーシヨン事業

目治体・省庁・政党会
派・連合会 0審議会ヒア
リングヘの参加

年13～4回
東京都内
ほか全国
各地

2名

対象とな
る自治体
の住民・

日本国民

65,側Ю,(XЮ

人 0千円

t2,1圧円マイ
ノリティのた
めの支援事業

・IGBlQ本人および覆族
などの身近な人や組織に
対する相談支援

月15回
(各自

体で月
1～2回 )

゛

“

し、
′ロ

東京都内 15名 相談者
参加者

5200メ、 35∞千円

(3,1圧ロマイ
ノリティ理解
のための教育
啓発事業

す
員
育

関
教
者

に

ｏ
援

雛順
支ヽ

多

修ヽ
施

の
座
研
実

性
議
員
の

民
談
修

市
相
研

る

・
成

月2-3回

内
国

―
。
‐

「一̈一仙一”ｍ
10名 詞障歴騒鬱参カロ

者
120,000メ、 1"千円

t4,駅材作厩
および出版・
翻訳事業

LGHηや性の多様性を理
解するための教材作成

年数回 東京都内 2名
教材購入
者 "∞

人 関千円

(5,情報収
集 0情報提供
事業 IBTQの理解や支援に関

する情報提供
年3回

東京都内
ほか全国
各地

3名
情報受給
者 契

囲
'0∞ 0千円

t6,日目1糸:箔:磯

関との連携協
力を進めるた
めのネット
ワーク形成事
業

IGBTQ支援に係る関係諸
機関とのネットワーク形
成

年3回 全 国 3名
他団体関
係者

2000,人 0千円

(7)その他目
的を達成 する
ために必要な
事業



令和 7年度 事業計画書

特定非営利活動法人共生社会をつくるセクシュアル・マイノリティ支援全国ネットワーク

1 事業実施の方針
0令和7年度も引き続き、支援事業および教育啓発事業を中心に、性的マイノリティやその周囲の人々
への支援、市民への啓発を行う。支援事業については、東京都内の自治体におけるLGB]η相談や居場
所事業のフアシリテートを行い、lLGBTQ本人および周囲の人にとつて生きづらさの解消を図る。教育
啓発事業については、オンラインや動画視聴にて専門家・自治体職員を対象に研修会を実施し、性の
多様性に関する啓発を行う。

2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【  4ЮO】 千円 )
疋瓢 |こ 3`璽

された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

支盃
対象者
範囲

支盃
対象者
人数

事業員
(千円)

1,国のほ東
及び自治体の
取り組みに性
的マイノリ
ティの視点を
加えるための
提言及びコン
サルテーショ
ン事業

目治体・省庁・政党会
派・連合会・審議会ヒ
リングヘの参加

ア 年3回
東京1部内
ほか全国
各地

2名

対象とな
る自治体
の住民・

日本国民

615,∝Ю,ⅨЮ

人 0千円

(2,圧阿マ
イノリティの
ための支援事
業

・IGBTQ本人および駅族
などの身近な人や組織に
対する相談支援

な

月16回
(14自治

体で月
1～2回 )

東京都内
ほか全国
各地

12名
相談者・
参加者

5500ノk 4000千円

ヾ

テ ィ 性の多様性に関する市民
講座、職員・教員・相談
員研修、支援者育成研修
の実施

月 2～3回 東京都内
ほか全国
各地

10名 謂塵:疹助ロ
者

lm,αЮ人 4∞千円

t4,叡И作
成および出
版・翻訳事業

К逍'IDや性の多様性を理
解するための教材作成

年度内
東京都内
及び全国

2名
教材購入
者

20∞人 100千円

t5,情報収
集 0情報提供
事業

IBTQの理解や支援に関
する情報提:供

年3回
東京都内
ほか全国
各地

3名 情報受給
者 災

剛
'000 0千円

t6,関係話
機関との連携
協力を進める
ためのネット
ワーク形成事
業

IGBTQ支援に係る関係諸
機関とのネットワーク形
成

年3回 全 国 3名 他団体関
係者

2000`人 0千円

(7)その他
目的を達成す
るために必要
な事業

:



書式第 9号 (法第 10条 。第 25条関係 )

設立・定款変更用

特定非営利活動法人 共生社会をつくる
性的マイノリティ支撮全曰ネットワーク

令和6年度 活動予算書 (その他事業がな塾場合 )

単位 :円
科 目 會 小計 。合計

正会員受取会費

賛助会員受取会費

1∞,0∞

12,000

∝Ю

受取寄附金

施設等受入評価益

100,(XЮ

0

0

性的マイノリティ理解のための教育啓発事業収益

教材作成及び出版翻訳事業

3,500,000
150,000

50,000

受取利息 20

]仏 0"

‐ 軋 000

0

‐
■ .700,岬

"

‐
3.lM2.020

給料手当

役員報酬

退職綸付費用

福利厚生費

1,800,000

720,000
0

0

会議費

旅費交通費

施設等評価費用

減価償却費

印刷製本費

120,000

60,000

0

0

0

1

役員報酬

給料手当

退職綸付費用

福利厚生費

会計士報酬

120,000

300,000

0

0

120,000

消耗品費

水道光熟費

通信運搬費

地代家賃

旅費交通費

減価償却費

60,(Ю0

48,000

240,000

240,000

40,000

0

■■
―

■呻
―

―一―言誦而r

lm.om

_21■2.1■ゆ

馴り,慎Ю

~■ ‐
1減|.0∞

[

-1.1町輌

■ooo,om

当 期 饉 常 増 減 ■ A】 ― 【B】 ( 74,020

~■

1過年度損益修正益

0

0

‐ 災害損失 0

0

当 期 経 常 外 増 減 | C

型 生
70.Om

4.591,738

■505,750

のための支援事業収益性的マイ リ イ



書式第 9号 (法 第 10条 。第 25条関係 )

設立・定款変更用

令和 7年度 活動予算書 (その他事業が盆旦場合 )

特定非営利活動法人 共生社会をつくる
性的マイノリティ支撮全国ネットワーク

円

會  ■ 小計・ 合計

1■印

_ 1",p"

・_ 性的マイノリティのための支援事業収益

性的マイノリティ理解のための教育啓発事業収益

教材作成及び出版翻訳事業収益

2

受取補助金

20受取利息

正会員受取会費

賛助会員受取会費

受取寄附金

施設等受入評価益

4,000,000
400,000

1()(},(XЮ

120,000

0

100,(XЮ

0

4,Om;m

」

4,721.1鋤

1■,om

1 ・ 13,1‐
1lL‐1100

2

(1)

2,100,000

840,000
0

0

会議費
・旅費交通費

施設等評価費用

減価償却費

印刷製本費

120,000

50,000
0

0

0

240,000

400,CK)0

0

0

120,000

60,000

48,000

240,000

240,000

40,000

0

消耗品費

水道光熱費

通信運搬費

地代家賃

旅費交通費

減価償却費

給料手当

役員報酬

退職給付費用

福利厚生費

役員報酬

給料手当

退職給付費用

福利厚生費

会計士報酬

TTT竃 雨

『

==Ⅲ
璽亜

4.4鶴,Om
常 増 減 ■ 【A】 ― 【B】 222.020

過年度損益修正益

最

災害損失

0
0

盟2,0●

70,000

4・

"5,758■GD7,778

=TTrTT'■
■7

T~¬爾市″

7に 0"


